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転出届　は 町役場への来庁は不要

転入届　は 町役場への来庁は必要

【連絡先】　西原町役場　総務部　町民課　住民年金係

　　Ａ　→　マイナポータル　引越し手続について
　　Ｂ　→　デジタル庁　引越し手続オンラインサービス　
　　Ｃ　→　デジタル庁　スマホ用電子証明書搭載サービス

昨年は、西原町でも約90件の転出届がオンラインで提出されました！

引越 は オンライン で スタート！

　転出届ができるようになり、町役場への来庁が原則不要になりました。
　　①　電子証明書が有効なマイナンバーカード
　　②　スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末
　　【　注意　】
　　①　マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要です。
　　②　世帯員の引越にも利用可能です。
　　③　国内の引越のみに利用できます。
　　④　転入届は、14日以内に市町村役場窓口での手続が必要です。
　　※　詳細は、マイナポータル及びデジタル庁のＨＰをご覧ください。

　　下記いずれかをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで
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